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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】文脈的心拍数を監視するための方法およびシス
テムを提供する。
【解決手段】ユーザの心拍数が休憩中に所与の閾値より
高い場合とユーザの心拍数が身体活動中に所与の閾値未
満のままである場合を含む多種多様な状況において警告
を発生するためにユーザの過去および現在の心拍数と活
動レベル測定結果との組み合わせを利用する。心拍数リ
ザーブ（ＨＲＲ：ｈｅａｒｔ　ｒａｔｅ　ｒｅｓｅｒｖ
ｅ）と活動レベルを測定する。警告を発生する高心拍数
／低活動レベル領域は２０２により示され、警告を発生
する低心拍数／高活動レベル領域は２０４により示され
る。ＨＲＲの高閾値と低閾値はユーザの年齢に基づき判
断され、心拍数の高閾値と低閾値はユーザにより設定さ
れる。閾値３は高活動レベル閾値を示し、閾値４は低活
動レベル閾値を示す。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文脈的心拍数監視方法において、
　検知ＥＣＧ信号を使用して心拍数を計算する工程と、
　活動レベルを検知する工程と、
　を含むことを特徴とする文脈的心拍数監視方法。
【請求項２】
　文脈的心拍数監視システムにおいて、
　少なくとも１つの電極を介しユーザに結合される無線センサ装置であって、プロセッサ
を含む無線センサ装置と、
　前記プロセッサに結合されるメモリ装置であって、前記プロセッサにより実行されると
前記プロセッサに、検知ＥＣＧ信号を使用して心拍数を計算させるとともに活動レベルを
検知させるアプリケーションを格納する、メモリ装置と、
　を含むことを特徴とする文脈的心拍数監視システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センサに関し、より具体的には文脈的（ｃｏｎｔｅｘｔｕａｌ）心拍数監視
に利用されるセンサ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　センサ装置は、ユーザの皮膚へ取り付けられる電極を通して心電図（ＥＣＧ：ｅｌｅｃ
ｔｒｏｃａｒｄｉｏｇｒａｍ）信号を感知するためにユーザの上半身（例えば、胸領域）
上に配置され得る。ＥＣＧ信号はユーザの心拍数を含むユーザの多種多様な健康関連特徴
を測定するために使用される。センサ装置はまた、埋込み型マイクロエレクトロメカニカ
ルシステム（ＭＥＭＳ：ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｓｙｓｔｅｍ
）センサを通してユーザの運動を検知し得る。ＭＥＭＳセンサにより検知されたデータは
ユーザの活動レベルを測定するために使用される。
【０００３】
　従来の装置は、ユーザの活動レベルの文脈（ｃｏｎｔｅｘｔ）無しに心拍数だけを測定
してユーザの健康を評価する。例えば、高心拍数（１２０＋毎分心拍数すなわちｂｐｍ）
は休憩中の心血管状態を伝え得るが、運動中は正常である。低心拍数（＜６０ｂｐｍ）は
激しい運動中に検知されれば心血管状態を伝え得るが、休憩中は正常である。しかし、従
来の装置は心拍数測定を行う際にユーザの活動を意識していない。したがって、上記課題
を克服する費用効率が高い解決策の強い要求がある。本発明はこのような要求に対処する
。
【発明の概要】
【０００４】
　文脈的心拍数を監視するための方法およびシステムを開示する。第１の態様では、本方
法は、検知ＥＣＧ信号を使用して心拍数を計算する工程と、活動レベルを検知する工程と
を含む。
【０００５】
　第２の態様では、本システムは、少なくとも１つの電極を介しユーザに結合される無線
センサ装置であって、プロセッサを含む無線センサ装置と、プロセッサに結合されるメモ
リ装置であって、プロセッサにより実行されるとプロセッサに、検知ＥＣＧ信号を使用し
て心拍数を計算させるとともに活動レベルを検知させるアプリケーションを格納する、メ
モリ装置とを含む。
【０００６】
　添付図は、本発明のいくつかの実施形態を例示し、本明細書と共に本発明の原理を説明
することに役立つ。図に示された実施形態は単に例示的であって本発明の範囲を限定する
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ように意図されていないことを当業者は認識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、一実施形態による無線センサ装置を示す。
【図２】図２は、一実施形態による、活動／ＨＲＲ面にＨＲＲと活動レベルとをプロット
したグラフを示す。
【図３】図３は、一実施形態による、無線センサ装置により心拍数を測定するためのフロ
ーチャートを示す。
【図４】図４は、一実施形態による、無線センサ装置により活動レベルを測定するための
フローチャートを示す。
【図５】図５は、一実施形態による、無線センサ装置により警告を発生するためのフロー
チャートを示す。
【図６】図６は、一実施形態による、回復心拍数を測定するためのフローチャートを示す
。
【図７】図７は、一実施形態による、文脈的心拍数監視方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明は、センサに関し、より具体的には文脈的心拍数監視に利用されるセンサ装置に
関する。以下の説明は、当業者が本発明をなし得るようにそして使用できるようにするた
めに提示され、特許出願およびその要件に関連して提供される。本明細書に記載の好適な
実施形態ならびに一般的原理および特徴に対する様々な修正形態は当業者にとって容易に
明らかとなる。したがって、本発明は、示された実施形態に限定されるように意図されて
いないが、本明細書に記載の原理および特徴に整合する最も広い範囲を与えられるものと
する。
【０００９】
　様々な文脈内のユーザの心拍数を正確に検知することは様々な心血管性疾患の診断のた
めに重要である。回復心拍数は、ユーザが活動（例えば、運動）を停止した後の一定期間
に測定される心拍数である。回復心拍数は通常、１分の時間基準期間にわたって測定され
る。時間基準期間中の活動後の心拍数の大きな低下は良好な状態の心臓を示す。ユーザの
活動レベルを測定することなく回復心拍数を自動的に測定することは不可能である。
【００１０】
　本発明による方法およびシステムは、少なくとも１つのＥＣＧ信号とユーザの活動レベ
ルとを検知するためにユーザに取り付けられた無線センサ装置を利用する。無線センサ装
置は、これらに限定しないがユーザの心拍数が休憩中に所与の閾値より高い場合とユーザ
の心拍数が身体活動中に所与の閾値未満のままである場合を含む多種多様な状況において
警告を発生するためにユーザの過去および現在の心拍数と活動レベル測定結果との組み合
わせを利用する。無線センサ装置はまた、ユーザの回復心拍数を自動的に測定および追跡
する。一実施形態では、所定期間値（例えば、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４、Ｔ５など）と閾
値（閾値１、閾値２、閾値３、閾値４、閾値５など）はユーザにより設定される。別の実
施形態では、所定の時間値および閾値は無線センサ装置または別の外部遠隔システムによ
り設定される。
【００１１】
　当業者は、本発明の趣旨および範囲に入るであろう、パッチフォームファクタ（ｐａｔ
ｃｈ　ｆｏｒｍ　ｆａｃｔｏｒ）の埋め込み回路を有するポータブル無線センサ装置を含
む多種多様な無線センサ装置が、ＥＣＧ信号と活動レベルとを測定するために利用され得
ることを容易に認識するであろう。
【００１２】
　本発明の特徴をさらに詳細に説明するために、次に添付図と併せて以下の記載に言及す
る。
【００１３】
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　図１は一実施形態による無線センサ装置１００を示す。無線センサ装置１００は、セン
サ１０２、センサ１０２に結合されるプロセッサ１０４、プロセッサ１０４に結合される
メモリ１０６、メモリ１０６に結合されるアプリケーション１０８、アプリケーション１
０８に結合される送信器１１０を含む。センサ１０２はユーザからデータ（例えば、ＥＣ
Ｇ信号と活動レベル）を取得し、データをアプリケーション１０８へ、次にメモリ１０６
へ送信する。プロセッサ１０４はユーザのＥＣＧ信号と活動レベル情報を処理するために
アプリケーション１０８を実行する。この情報は、送信器１１０へ送信され、次に別のユ
ーザまたは装置へ中継される。
【００１４】
　一実施形態では、センサ１０２は、ＥＣＧ信号を測定するための２つの電極と身体活動
レベルを記録するためのＭＥＭＳデバイス（例えば、加速度計）とを含み、プロセッサ１
０４はマイクロプロセッサを含む。当業者は、本発明の趣旨および範囲に入るであろう多
種多様な装置がプロセッサ１０４、メモリ１０６、アプリケーション１０８、送信器１１
０に利用され得ることを容易に認識する。
【００１５】
　一実施形態では、無線センサ装置１００はユーザの心拍数リザーブ（ＨＲＲ：ｈｅａｒ
ｔ　ｒａｔｅ　ｒｅｓｅｒｖｅ）と活動レベルを測定する。ＨＲＲは、測定または予測さ
れた人の最大心拍数と安静時心拍数との差であり、次式により定義される。ＨＲＲ＝（心
拍数（ＨＲ）－安静時心拍数）／（最大心拍数－安静時心拍数）。最大心拍数は次式によ
り定義される。最大心拍数＝２０８－０．７×ユーザ年齢。
【００１６】
　ＨＲＲデータと活動レベルデータを測定した後、無線センサ装置１００は所定の時間窓
（Ｔ＿ＷＩＮＤＯＷ）にわたってデータを格納する。警告が無線センサ装置１００により
発生されるためには、ＨＲＲと活動レベルデータとの組み合わせはＴ＿ＷＩＮＤＯＷ秒に
対する所定の時間百分率（Ｐ）より長い期間、活動／ＨＲＲ面のある領域内に留まらなく
てはならない。一実施形態では、Ｐは９０％でありＴ＿ＷＩＮＤＯＷは３００秒である。
【００１７】
　図２は、一実施形態による、活動／ＨＲＲ面にＨＲＲと活動レベルとをプロットしたグ
ラフを示す。図２において、警告を発生する高心拍数／低活動レベル領域は２０２により
示され、警告を発生する低心拍数／高活動レベル領域は２０４により示される。ＨＲＲの
高閾値と低閾値はユーザの年齢に基づき判断され、心拍数の高閾値と低閾値はユーザによ
り設定される。閾値３は高活動レベル閾値を示し、閾値４は低活動レベル閾値を示す。
【００１８】
　一実施形態では、無線センサ装置１００は検知ＥＣＧ信号に基づき低心拍数と高心拍数
を計算する。図３は、一実施形態による、無線センサ装置により心拍数を測定するための
フローチャート３００を示す。図３では、無線センサ装置へ取り付けられたユーザの心拍
数が測定され（工程３０２）、ユーザの心拍数履歴は心拍数リザーブ（ＨＲＲ）を計算す
るために解析され格納される（工程３０４）。所定期間（Ｔ２秒）にわたる心拍数値が格
納され、低心拍数と高心拍数を判断するために使用される。
【００１９】
　図３では、ＨＲＲが時間の所定百分率（Ｐ）（所定期間Ｔ２内のＴ１秒）より長い期間
閾値（閾値１）より大きいかどうかが判断される（工程３０６）。イエス（Ｐにわたって
、ＨＲＲ＞閾値１）であれば、Ｈｉｇｈ＿ｈｒ＿ｆｌａｇは高心拍数が検知されたことを
示す１に設定され（工程３０８）、処理はユーザのさらなる心拍数を測定する工程３０２
へ戻る。ノーであれば、Ｈｉｇｈ＿ｈｒ＿ｆｌａｇは０に設定される（工程３１０）。Ｈ
ＲＲが時間の所定百分率（Ｐ）（所定期間Ｔ２内のＴ１秒）より長い期間別の閾値（閾値
２）より大きいかどうかが判断される（工程３１２）。
【００２０】
　イエス（Ｐにわたって、ＨＲＲ＞閾値２）であれば、Ｌｏｗ＿ｈｒ＿ｆｌａｇは低心拍
数が検知されたことを示す１に設定され（工程３１４）、処理はユーザのさらなる心拍数
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を測定する工程３０２へ戻る。ノーであれば、Ｌｏｗ＿ｈｒ＿ｆｌａｇは０に設定され（
工程３１６）、処理はユーザのさらなる心拍数を測定する工程３０２へ戻る。一実施形態
では、閾値１は１２０ｂｐｍ、閾値２は６０ｂｐｍ、Ｔ２秒は３００秒、Ｐは９０％であ
る。
【００２１】
　一実施形態では、無線センサ装置１００は埋め込みＭＥＭＳセンサを使用して低活動レ
ベルと高活動レベルを計算する。活動レベルは、これらに限定しないが、（１）ＭＥＭＳ
加速度計により測定されるような加速度のバンドパスフィルタ処理されたｘ，ｙ，ｚ成分
の絶対値の和の移動平均と、（２）ＭＥＭＳ加速度計により測定されるような加速度ベク
トルのノルムの移動平均とを含む様々な方法論を使用して計算され得る。一実施形態では
、１秒移動平均が、分母係数ベクトルＡ＝［１０２４，－９９２，３２］、分子係数ベク
トルＢ＝［４９６，０，－４９６］、サンプリング速度ｆｓ＝６２．５Ｈｚを有する帯域
フィルタと共に使用される。別の実施形態では、１秒移動平均は加速度ベクトルのノルム
へ適用される。
【００２２】
　図４は、一実施形態による、無線センサ装置により活動レベルを測定するためのフロー
チャート４００を示す。図４では、無線センサ装置に取り付けられたユーザの活動レベル
（ＡＬ：ａｃｔｉｖｉｔｙ　ｌｅｖｅｌ）が測定され（工程４０２）、ユーザの活動レベ
ル履歴が解析および格納される（工程４０４）。所定期間（Ｔ２秒）にわたる活動レベル
値が格納され、低活動レベルと高活動レベルを判断するために使用される。
【００２３】
　図４では、ＡＬが時間の所定百分率（Ｐ）（所定期間Ｔ２内のＴ１秒）より長い期間、
閾値（閾値３）より大きいかどうかが判断される（工程４０６）。イエス（Ｐにわたって
、ＡＬ＞閾値３）であれば、Ｈｉｇｈ＿ｓｍａ＿ｆｌａｇは高活動レベルが検知されたこ
とを示す１に設定され（工程４０８）、処理はユーザのさらなる活動レベルを測定する工
程４０２に戻る。ノーであれば、Ｈｉｇｈ＿ｓｍａ＿ｆｌａｇは０に設定される（工程４
１０）。次に、ＡＬが時間の所定百分率（Ｐ）（所定期間Ｔ２内のＴ１秒）より長い期間
、所定の閾値（閾値４）より低いかどうかが判断される（工程４１２）。
【００２４】
　イエス（Ｐにわたって、ＡＬ＜閾値４）であれば、Ｌｏｗ＿ｓｍａ＿ｆｌａｇは低活動
レベルが検知されたことを示す１に設定され（工程４１４）、処理はユーザのさらなる活
動レベルを測定する工程４０２に戻る。ノーであれば、Ｌｏｗ＿ｓｍａ＿ｆｌａｇは０に
設定され（工程４１６）、処理はユーザのさらなる心拍数を測定する工程４０２へ戻る。
一実施形態では、閾値３は２×重力加速度（ｇ；ここでｇ＝９．８１ｍ／ｓ２）、閾値２
４は０．３ｇ、Ｔ２秒は３００秒、Ｐは９０％である。
【００２５】
　一実施形態では、警告を発生するために、ユーザの計算された心拍数および活動レベル
が無線センサ装置により利用される。一実施形態では、警告は、ユーザの活動レベルが高
いと判断された期間中に低心拍数が検知されれば発生される。別の実施形態では、警告は
、ユーザの活動レベルが低いと判断された期間中に高心拍数が検知されれば発生される。
図５は、一実施形態による、無線センサ装置により警告を発生するためのフローチャート
５００を示す。
【００２６】
　図５では、検知された心拍数および活動レベル値と関連フラグが無線センサ装置により
受信されている。次に、Ｌｏｗ＿ｓｍａ＿ｆｌａｇ＝１かどうかとＨｉｇｈ＿ｈｒ＿ｆｌ
ａｇ＝１かどうかとが判断される（工程５０２）。イエスであれば（Ｌｏｗ＿ｓｍａ＿ｆ
ｌａｇとＨｉｇｈ＿ｈｒ＿ｆｌａｇの両方は、ユーザが低活動の期間にわたって高心拍数
を有する（異常である可能性がある）ことを示す１に設定される）、Ｌｏｗ＿ｓｍａ＿ｈ
ｉｇｈ＿ｈｒ警告が発生される（工程５０４）。ノーであれば、Ｈｉｇｈ＿ｓｍａ＿ｆｌ
ａｇ＝１かどうかと、Ｌｏｗ＿ｈｒ＿ｆｌａｇ＝１かどうかとが判断される（工程５０６
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）。イエスであれば（Ｈｉｇｈ＿ｓｍａ＿ｆｌａｇとＬｏｗ＿ｈｒ＿ｆｌａｇの両方は、
ユーザが高活動の期間にわたって低心拍数を有する（異常である可能性がある）ことを示
す１に設定される）、Ｌｏｗ＿ｈｒ＿ｈｉｇｈ＿ｓｍａ警告が発生される（工程５０８）
。
【００２７】
　一実施形態では、ユーザの計算された心拍数および活動レベルが、回復心拍数を測定す
るために無線センサ装置により利用される。回復心拍数は活動を停止した後の固定（また
は基準）期間に測定される心拍数である。基準期間中の運動後の心拍数の大きな低下は通
常、良好に調節された心臓を示す。図６は、一実施形態による、回復心拍数を測定するた
めのフローチャート６００を示す。
【００２８】
　図６では、無線センサ装置に取り付けられたユーザの活動レベル（ＡＬ）が測定され（
工程６０２）、ユーザの活動レベル履歴が解析および格納される（工程６０４）。ユーザ
の回復心拍数を自動的に測定および追跡するために、ユーザの活動レベル履歴が所定期間
（Ｔ４秒）にわって格納される。ユーザの活動レベル履歴はまた、複数の変化する所定期
間にわたって格納され得る。ＡＬが時間の所定百分率（Ｐ）（所定期間Ｔ４内のＴ３秒）
より長い期間、閾値（閾値４）より大きいかどうかが判断される（工程６０６）。
【００２９】
　イエス（Ｐにわたって、ＡＬ＞閾値４）であれば、Ｅｘｅｒｃｉｓｅ＿ｆｌａｇはユー
ザが長期間運動していることを示す１に設定される（工程６０８）。一実施形態では、閾
値４は４ｇ、Ｔ４は９００秒、Ｐは７０％である。ノー（Ｐにわたって、ＡＬ＞閾値４で
ない）であれば、ＡＬが閾値未満（閾値５）でありかつ所定期間（Ｔ５秒）の間閾値５未
満であるかどうかが判断される（工程６１０）。イエス（Ｔ５秒間、ＡＬ＜閾値５）であ
れば、Ｅｘｅｒｃｉｓｅ＿ｆｌａｇはユーザが運動していないことを示す０に設定される
（工程６１２）。一実施形態では、閾値５は０．６ｇ、Ｔ５は１０秒である。
【００３０】
　一実施形態では、様々な活動レベルにおけるユーザの心拍数を計算し、ユーザが運動し
ているかどうかを検知した後、無線センサ装置は検知された運動の期間中に計算された心
拍数履歴を解析する。心拍数値の履歴は、運動が検知された期間中に格納される。回復心
拍数は運動が停止した時間（例えば、Ｅｘｅｒｃｉｓｅ＿ｆｌａｇは１から０にリセット
される）と所定期間（Ｔ６秒）との間の心拍数差に基づき計算される。一実施形態では、
Ｔ６は６０秒である。
【００３１】
　図７は、一実施形態による、文脈的心拍数を監視するための方法７００を示す。方法７
００は検知ＥＣＧ信号を使用して心拍数を計算する工程（７０２）と活動レベルを検知す
る工程（７０４）とを含む。一実施形態では、ユーザの胸に取り付けられた無線センサ装
置が、ＥＣＧ信号と活動レベルを検知するために利用される。一実施形態では、心拍数は
所定期間にわたって計算され、活動レベルは同所定期間にわたって同時に検知される。
【００３２】
　一実施形態では、方法７００は心拍数と活動レベルの両方に基づき警告を発生する工程
を含む。警告は、速い鼓動の心臓を示す第１の閾値を超えかつ活動レベルが非活動（例え
ば、運動の存在が検知されない）ユーザ活動レベルを表す第２の閾値未満であると、発生
される。警告はまた、遅い鼓動の心臓を示す第１の閾値未満でありかつ活動レベルが活動
（例えば、運動の存在が検知された）ユーザ活動レベルを示す第２の閾値を超えると、発
生される。
【００３３】
　一実施形態では、方法７００は、運動が停止したまたは無線センサ装置によりもはや検
知されない場合に回復心拍数を自動的および連続的に計算する工程を含む。計算工程は、
運動が停止した時間と最後の所定期間（例えば、運動が停止した後６０秒）との間の心拍
数差に関わる。一実施形態では、方法７００は、様々な種類の心血管性疾患を判断するた



(7) JP 2018-47253 A 2018.3.29

10

20

30

40

めに回復心拍数を所定期間にわたって追跡する工程を含む。一実施形態では、方法７００
は、ユーザにより設定されるユーザの年齢情報と現在の心拍数値とを使用して心拍数の低
閾値と高閾値とを判断する工程を含む。
【００３４】
　上に述べたように、本方法およびシステムは文脈的心拍数監視とユーザの回復心拍数の
自動測定とを可能にする。ユーザの過去の心拍数値と現在の心拍数値の両方を計算するた
めにＥＣＧ信号を検知することにより、および埋め込みＭＥＭＳセンサによってユーザの
過去の活動レベルと現在の活動レベルを検知することにより、無線センサ装置は高活動（
例えば、運動）の期間中に心拍数値を監視し格納する。運動が停止すると、無線センサ装
置は活動の無いことを検知し、回復心拍数の計算を自動的に開始する。
【００３５】
　文脈的心拍数を監視するための方法およびシステムが開示された。本明細書に記載の実
施形態は、完全にハードウェア実施、完全にソフトウェア実施、またはハードウェアとソ
フトウェア要素の両方を含む実施の形式を取り得る。実施形態は、限定しないがアプリケ
ーションソフトウェア、ファームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコードなどを含む
ソフトウェアで実施され得る。
【００３６】
　本明細書に記載の工程は、任意の好適な制御装置またはプロセッサと、任意の好適な格
納場所またはコンピュータ可読媒体上に格納され得るソフトウェアプリケーションとを使
用して実施され得る。ソフトウェアプリケーションは、本明細書に記載の機能をプロセッ
サが受信側に実行させることができる命令を提供する。
【００３７】
　さらに、実施形態は、コンピュータまたは任意の命令実行システムにより使用されるま
たはそれに関連して使用されるプログラムコードまたはプログラム命令を提供するコンピ
ュータ使用可能またはコンピュータ読み取り可能記憶媒体からアクセス可能なコンピュー
タプログラム製品の形式を取り得る。この説明の目的のためには、コンピュータ使用可能
またはコンピュータ読み取り可能記憶媒体は、命令実行システム、装置、またはデバイス
により使用されるまたはそれに関連して使用されるプログラムを含み得る、格納し得る、
伝達し得る、広め得る、または搬送し得る任意の装置であり得る。
【００３８】
　コンピュータ読み取り可能記憶媒体は、電子的、磁気的、光学的、電磁気的、赤外線、
半導体システム（または装置またはデバイス）、または伝播媒体であり得る。コンピュー
タ読み取り可能記憶媒体の例としては、半導体または固体メモリ、磁気テープ、着脱可能
コンピュータディスケット、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メモリ（
ＲＯＭ）、剛性磁気ディスク、光ディスクが挙げられる。現在の光ディスクの例としては
、ＤＶＤ、コンパクトディスク読み取り専用（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクトディスク読み
取り／書き込み（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）が挙げられる。
【００３９】
　本発明は示された実施形態に従って説明されたが、当業者は、実施形態に対する変形形
態があり得、これらの変形形態は本発明の趣旨および範囲内に入るであろうことを容易に
認識するであろう。したがって、添付された請求項の趣旨および範囲から逸脱することな
く多くの修正形態が当業者によりなされ得る。
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【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月28日(2017.11.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部でユーザに結合される、少なくとも電極を有するパッチフォームファクタの無線セ
ンサ装置を用いたＥＣＧ信号を検知する工程と、
　前記ＥＣＧ信号を用いて心拍数を判断する工程と、
　活動レベルを検知する工程と、
　前記心拍数と前記活動レベルとに基づいて１つ以上の警告を発生する工程と、
　を含み、
　前記１つ以上の警告は、
　前記心拍数が第１の閾値を超え、かつ、前記活動レベルが第４の閾値未満であるときに
発生される第１の警告と、
　前記心拍数が第２の閾値未満であり、かつ、前記活動レベルが第３の閾値を超えるとき
に発生される第２の警告と、を含む、
　文脈的心拍数監視方法。
【請求項２】
　前記心拍数は、所定期間にわたって計算され、
　前記活動レベルは、前記所定期間にわたって検知される、
　請求項１に記載の文脈的心拍数監視方法。
【請求項３】
　前記第１の閾値は、高心拍数閾値であり、
　前記第２の閾値は、低心拍数閾値であり、
　前記第３の閾値は、高活動レベル閾値であり、
　前記第４の閾値は、低活動レベル閾値である、
　請求項1に記載の文脈的心拍数監視方法。
【請求項４】
　前記活動レベルが前記第３の閾値を超えると、運動が検知される、
　請求項１に記載の文脈的心拍数監視方法。
【請求項５】
　前記運動が停止すると、回復心拍数を計算する工程をさらに含む、
　請求項４に記載の文脈的心拍数監視方法。
【請求項６】
　前記回復心拍数を計算する工程は、前記運動が停止した後、所定期間、他の心拍数を計
算する工程をさらに含み、
　前記回復心拍数は、前記運動が停止するときの心拍数と、前記運動が停止した後、所定
期間における前記他の心拍数との間の差分である、
　請求項５に記載の文脈的心拍数監視方法。
【請求項７】
　心血管性疾患を判断するために所定期間にわたって前記回復心拍数を追跡する工程をさ
らに含む、
　請求項５に記載の文脈的心拍数監視方法。
【請求項８】
　年齢情報とプリセット値とを用いて前記第２の閾値と前記第１の閾値とを判断する工程
をさらに含む、
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　請求項１に記載の文脈的心拍数監視方法。
【請求項９】
　外部でユーザに結合されるパッチフォームファクタの無線センサ装置を有し、
　前記無線センサ装置は、
　少なくとも１つの電極と、
　前記ユーザのＥＣＧ信号を検知するセンサと、
　前記センサに結合されるプロセッサと、
　前記プロセッサに結合されるメモリ装置と、を有し、
　前記メモリ装置は、前記プロセッサにより実行されると、前記プロセッサに、前記ＥＣ
Ｇ信号と用いて心拍数を判断させる処理と、活動レベル検知させる処理と、前記心拍数と
前記活動レベルとに基づいて１つ以上の警告を発生させる処理とを実行させるアプリケー
ションを格納し、
　前記１つ以上の警告は、
　前記心拍数が第１の閾値を超え、かつ、前記活動レベルが第４の閾値未満であるときに
発生される第１の警告と、
　前記心拍数が第２の閾値未満であり、かつ、前記活動レベルが第３の閾値を超えるとき
に発生される第２の警告と、を含む、
　文脈的心拍数監視システム。
【請求項１０】
　前記心拍数は、所定期間にわたって計算され、
　前記活動レベルは、前記所定期間にわたって検知される、
　請求項９に記載の文脈的心拍数監視システム。
【請求項１１】
　前記第１の閾値は、高心拍数閾値であり、
　前記第２の閾値は、低心拍数閾値であり、
　前記第３の閾値は、高活動レベル閾値であり、
　前記第４の閾値は、低活動レベル閾値である、
　請求項９に記載の文脈的心拍数監視システム。
【請求項１２】
　前記活動レベルが前記第３の閾値を超えると、運動が検知される、
　請求項９に記載の文脈的心拍数監視システム。
【請求項１３】
　前記アプリケーションはさらに、前記運動が停止すると、前記プロセッサに回復心拍数
を計算させる処理を実行させる処理を実行させる、
　請求項１２に記載の文脈的心拍数監視システム。
【請求項１４】
　前記回復心拍数を計算させる処理は、前記運動が停止した後、所定期間、他の心拍数を
計算させる処理をさらに含み、
　前記回復心拍数は、前記運動が停止するときの心拍数と、前記運動が停止した後、所定
期間における前記他の心拍数との間の差分である、
　請求項１３に記載の文脈的心拍数監視システム。
【請求項１５】
　前記アプリケーションは、心血管性疾患を判断するために他の所定期間にわたって前記
回復心拍数を前記プロセッサに追跡させる処理をさらに実行させる、
　請求項１３に記載の文脈的心拍数監視システム。
【請求項１６】
　前記アプリケーションは、年齢情報とプリセット値とを用いて前記第２の閾値と前記第
１の閾値とを前記プロセッサに判断させる処理をさらに実行させる、
　請求項９に記載の文脈的心拍数監視システム。
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摘要(译)

要解决的问题：提供监测情境心率的方法和系统。 在各种各样的情况下
产生警告，包括在休息期间用户的心率高于给定阈值并且在身体活动期
间用户的心率保持低于给定阈值时为了使用用户的过去和现在的心率和
活动水平测量结果的组合。心率储备（HRR：心脏费率储备）和活动水
平。产生警告的高心率/低活动水平区域由202指示，并且产生警告的低
心率/高活动水平区域由204指示。HRR的高阈值和低阈值是根据用户的
年龄确定的，并且用户设置心率的高阈值和低阈值。阈值3指示高活动级
别阈值，并且阈值4指示低活动级别阈值。.The
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